
- 61 - 

 

第５章 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の内容 

 

１ 認定こども園の普及に係る基本的考え方 

 

子ども・子育て支援において、幼児期の学校教育・保育を担う幼稚園・保育所・認定

こども園の役割は極めて重要です。 

特に、認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその

変化に対し、柔軟に子どもを受け入れられる施設です。本町では現在２園の認定こど

も園があります。今後、既存の保育所からの移行については、利用者のニーズや設置

者の意向、施設・設備等の状況を踏まえ検討します。 

 

 

２ 保育所、認定こども園等と小学校の連携について 

 

乳幼児期における教育・保育は、人間形成の基礎を培うものであると同時に、保育所

や認定こども園から小学校において、一人ひとりの子どもの成長や発達を長期的な視

点でとらえ、お互いの教育・保育内容について理解を深め、共有することが重要です。

このことから、保育所や認定こども園の園児と小学生、職員相互の交流を促進し、連

携を深めるための環境整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


